
労働者からの公益通報の処理手続に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、公益通報者保護法（平成16年法律第122号。以下「法」という。）に基づく労

働者（市の職員を除く。以下同じ。）からの公益通報を適正に処理するため、公益通報の処理の手続

きについて必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

　(１)　労働者　市内の事業者（以下「市内事業者」という。）に雇用されている労働者、市内事業者

を派遣先とする派遣労働者及び市内事業者の取引先の労働者をいう。 

　(２)　公益通報　法第２条第３項に規定する通報対象事実（以下「通報対象事実」という。）が生じ、

又は正に生じようとしている旨を市長に知らせることをいう。 

　(３)　公益通報者　公益通報を行う労働者をいう。 

　（公益通報の処理の原則） 

第３条　市長は、公益通報者の個人情報の保護に留意しつつ、迅速かつ適切に公益通報を処理するも

のとする。 

２　公益通報の処理に従事する職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(１)　通報対象事実に関する秘密を漏らさないこと。 

(２)　自らが関係する公益通報の処理に関与しないこと。 

　（通報受付窓口） 

第４条　総務部総務課（以下「総務課」という。）に、公益通報を受け付ける窓口（以下「通報受付窓

口」という。）及び労働者からの公益通報に関する相談に応じる窓口（以下「相談窓口」という。）

を置く。 

２　通報受付窓口及び相談窓口に関する事務は、総務課が処理する。 

３　通報受付窓口においては、次に掲げる方法による公益通報を受け付けるものとする。この場合に

おいて、公益通報を受け付けた日（以下「受付日」という。）は、それぞれ次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める日とする。 

　(１)　面談による公益通報　当該面談を受けた日 

　(２)　電話による公益通報　当該電話を受けた日 

　(３)　郵便等（郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２

条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同

条第２項に規定する信書便をいう。以下同じ。）による公益通報　当該郵便等を受けた日 

　(４)　電子メール又はファクシミリによる公益通報　当該電子メール又はファクシミリを受信した

日 

４　総務課は、通報受付窓口及び相談窓口の電話番号、郵便等あて先、電子メールアドレス、ファク

シミリ番号等を市ホームページに掲載するものとする。 

　（公益通報の受付） 

第５条　公益通報は、通報受付窓口において受け付けるものとする。 

　（担当課の指定と教示） 

第６条　総務課は、公益通報があったときは、公益通報者の秘密の保持に配慮しつつ、公益通報者の



氏名及び連絡先その他公益通報の処理に必要な情報並びに通報対象事実を把握するとともに、公益

通報者の秘密は保持されることを当該公益通報者に説明しなければならない。 

２　総務課は、通報対象事実について市長が法第２条第１項に規定する処分又は勧告等をする権限（以

下単に「権限」という。）を有するか否かを確認するものとする。 

３　総務課は、通報対象事実について市長が権限を有しない場合は、原則として受付日から５日以内

に、市長が権限を有しない旨及び権限を有する行政機関を公益通報者に通知するものとする。 

４　総務課は、通報対象事実について市長が権限を有する場合は、原則として受付日から５日以内に、

公益通報者から得た情報を記載した公益通報内容整理票（別記様式。以下「整理票」という。）を作

成し、当該整理票を当該公益通報の処理を担当する課（以下「担当課」という。）に回付するものと

する。 

５　総務課は、第３項に規定する場合のほか、通報対象事実の内容が著しく不分明で調査に必要な情

報を十分入手できない場合、通報の内容が虚偽であることが明らかな場合その他公益通報として受

理しない正当な理由がある場合は、原則として受付日から５日以内に、当該通報を受理しない旨又

は情報提供として受け付ける旨を通報者に通知するものとする。 

　（受理の通知） 

第７条　担当課の長は、整理票の回付を受けた場合は、遅滞なく、当該公益通報の処理を担当する職

員（以下「担当職員」という。）を指定しなければならない。 

２　前項の規定による指定を受けた担当職員は、遅滞なく、公益通報を受理した旨及び受理した日（以

下「受理日」という。）を公益通報者に通知しなければならない。 

３　担当職員は、前項の規定により通知をした場合は、遅滞なく、その旨を総務課に報告しなければ

ならない。 

　（調査の実施） 

第８条　担当職員は、担当課の長の監督の下、通報対象事実について必要な調査を行わなければなら

ない。 

２　担当職員は、公益通報者の秘密を守るため、公益通報者が特定されないよう十分に配慮しつつ、

遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で前項の調査を行わなければならない。 

３　担当職員は、適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシーの保護

等（以下「適切な法執行の確保等」という。）に配慮しつつ、調査の進捗状況を公益通報者に適宜通

知するよう努めなければならない。 

　（受理後の教示） 

第９条　公益通報の受理日以後において、調査の結果、他の行政機関が権限を有することが明らかに

なったときは、担当職員は、遅滞なく、総務課と協議の上、権限を有する行政機関を公益通報者に

通知しなければならない。この場合において、担当職員は、法執行上の支障がない範囲において、

自ら作成した通報対象事実に係る資料を公益通報者に提供するものとする。 

　（調査結果に基づく措置の実施） 

第10条　担当課の長は、調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、遅滞なく、法令に基づく

措置その他適当な措置（以下「措置」という。）を講じなければならない。 

　（公益通報者への通知） 

第11条　担当職員は、適切な法執行の確保等に配慮しつつ、遅滞なく、調査の結果を公益通報者に通

知するよう努めなければならない。措置を講じたときも、同様とする。 



２　担当職員は、前項の規定による通知をした場合は、遅滞なく、その旨を総務課に報告しなければ

ならない。 

　（処理の終了） 

第12条　次の各号のいずれかに該当する場合は、公益通報の処理を終了するものとする。 

　(１)　第６条第３項又は第５項若しくは第９条の規定による通知をしたとき。 

　(２)　第８条第１項の調査を完了し、かつ、措置を講じたとき。 

　（標準処理期間） 

第13条　担当職員は、受理日から６月以内に、公益通報の処理を終了するよう努めるものとする。 

２　担当職員は、前項に規定する期間内に公益通報の処理を終了することが困難であると認めるとき

は、遅滞なく、当該公益通報の処理に必要な調査及び措置を終了するまでに必要と見込まれる期間

を公益通報者に通知しなければならない。 

　（関連資料の保存） 

第14条　公益通報の処理に係る記録及び関連資料は、公益通報者の秘密保持及び適切な法執行の確

保等に配慮して、倉吉市文書取扱規程（平成19年倉吉市訓令第８号）に定めるところにより、10年

間保存しなければならない。 

　（協力） 

第15条　市の職員は、公益通報について他の行政機関その他公の機関から調査等の協力を求められ

た場合は、正当な理由があるときを除き、必要な協力を行うものとする。 

　　　附　則 

　この要綱は、平成18年10月１日から施行する。 

　　　附　則（平成19年10月１日告示第163号） 

　この告示は、平成19年10月１日から施行する。 

　　　附　則（平成19年12月28日告示第201号） 

　この告示は、平成20年１月４日から施行する。 

　　　附　則（平成20年３月31日告示第67号） 

　この告示は、平成20年４月１日から施行する。



別記様式（第６条関係） 

受付番号　　　　　 

公 益 通 報 内 容 整 理 票 

 

※は必須事項です。記入されていない場合は、公益通報でなく情報提供となる場合があります。

 　　　　　　課 総務課

 担当 係長 課長 担当 係長 課長

 

 作成年月日 　　　年　　　月　　　日

 公益通報者氏名 ※

 公益通報者住所 ※

 公益通報者電話番号

 事業者名 ※

 事業者所在地 ※

 事業者電話番号

 

事業者での所属 ※

□　社員　（部署　　　　　　　　役職　　　　　　　　） 

□　派遣労働者　（派遣元　　　　　　） 

□　取引先　（取引関係　　　　社名　　　部署　　　　） 

□　パート・アルバイト 

□　退職者

 
希望する連絡方法 ※

・連絡方法　電話・メール・ＦＡＸ・郵送・その他（　　　　） 

・連 絡 先　自宅・（携帯）・職場・その他（　　　　）

 

具　
　
　

体　
　
　

的　
　
　

内　
　
　

容

※ ①通報対象事実は（生じている・生じようとしている・その他（　　　　　　　））

 
※ 　（いつ）

 
※ 　（どこで）

 
※ 　（何を）

 
※ 　（どのように）

 
　（何のために）

 
　（なぜ生じたのか）

 　対象となる法令違反等

 
※

②通報対象事実を知った経緯

 
※

③通報対象事実に対する考え

 ④特記事項

 
※

証拠書類（有（書面・テープ・フロッピー・その他（　　　　　　　　　））・無） 

調査等の進捗状況・結果の通知（希望する・希望しない）


